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１ 

軽
減
税
率
①

　
消
費
税
の
軽
減
税
率
が
適
用

さ
れ
る
の
は
、
次
の
対
象
品
目

の
譲
渡
で
す
。

①
飲
食
料
品　
飲
食
料
品
と
は
、

食
品
表
示
法
に
規
定
す
る
食
品

（
酒
類
を
除
き
ま
す
。）を
い
い
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
一
体
資

産
を
含
み
ま
す
。
外
食
や
ケ
ー

タ
リ
ン
グ
等
は
、
軽
減
税
率
の

対
象
品
目
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
食
品
表
示
法
に
規
定
す
る

「
食
品
」
と
は
、
全
て
の
飲

食
物
を
い
い
、
人
の
飲
用
又

は
食
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で

す
。
ま
た
、「
食
品
」
に
は
、

「
医
薬
品
」、「
医
薬
部
外
品
」

及
び
「
再
生
医
療
等
製
品
」

が
含
ま
れ
ず
、
食
品
衛
生
法

に
規
定
す
る
「
添
加
物
」
が

含
ま
れ
ま
す
。

②
新
聞　
軽
減
税
率
の
対
象
と

な
る
新
聞
と
は
、
一
定
の
題
号

を
用
い
、政
治
、経
済
、社
会
、

文
化
等
に
関
す
る
一
般
社
会
的

事
実
を
掲
載
す
る
週
２
回
以
上

発
行
さ
れ
る
も
の
で
、
定
期
購

読
契
約
に
基
づ
く
も
の
を
い
い

ま
す
。

２ 

軽
減
税
率
②

　
令
和
元
年
10
月
か
ら
、
仕
入

税
額
控
除
の
要
件
と
し
て
保
存

す
べ
き
請
求
書
等
に
は
、
以
下

の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
必
要
で
す
。（
こ
れ
ま
で

の
請
求
書
等
の
記
載
事
項
に
加

え
、
傍
線
部
が
追
加
さ
れ
ま
し

た
。）

①
書
類
の
作
成
者
の
氏
名
又
は

名
称
②
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を

行
っ
た
年
月
日
③
課
税
資
産
の

譲
渡
等
に
係
る
資
産
又
は
役
務

の
提
供
の
内
容
（
課
税
資
産
の

譲
渡
等
が
軽
減
対
象
資
産
で
あ

る
場
合
に
は
、
資
産
の
内
容
及

び
軽
減
対
象
資
産
で
あ
る
旨
）

④
税
率
ご
と
に
合
計
し
た
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額

（
税
込
金
額
）
⑤
書
類
の
交
付

を
受
け
る
当
該
事
業
者
の
氏
名

又
は
名
称

３ 

交
際
費

　
交
際
費
等
と
は
、
法
人
が
そ

の
取
引
先
等
に
対
し
、
接
待
、

供
応
、
慰
安
、
贈
答
な
ど
の
た

め
に
支
出
し
た
も
の
を
い
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
支
出
す
る

費
用
が
交
際
費
等
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
は
、
そ
の
支
出
目
的

に
よ
っ
て
判
断
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
購
入
し
た
商

品
を
得
意
先
に
対
し
て
渡
し
た

場
合
は
、
交
際
費
等
に
該
当
し

ま
す
。
ま
た
、
購
入
し
た
商
品

を
従
業
員
に
対
し
て
渡
し
た
場

合
で
、
実
質
的
に
従
業
員
に
対

し
て
給
与
を
支
給
し
た
と
同
様

の
経
済
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
資
産
の
価
額
に
相
当

す
る
金
額
が
給
与
所
得
と
し
て

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

４ 

資
本
的
支
出
と

　
　
修
繕
費

　
事
務
室
の
蛍
光
灯
す
べ
て
を

蛍
光
灯
型
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
に
取

り
替
え
る
場
合
、
一
般
的
に
蛍

光
灯
型
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
は
蛍
光

松井　保之
署長

八木　秀宣
個人課税第１部門
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